
特別支援教育行政の現状と課題

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

１．特別支援教育の現状

２．障害者の権利に関する条約等への対応

３．平成２７年度特別支援教育関係予算等

４．その他

全国手をつなぐ育成会連合会
２０１４年度行政説明

平成２７年３月２０日（金）

１．特別支援教育の現状
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視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83（％）
（約９万１千人）

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒
６.５％程度の在籍率

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・身体虚弱

言語障害

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０３０万人

（※２を除く数値は平成２５年５月１日現在）

自閉症
情緒障害
学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ）

0.65％
（約６万７千人）

0.76％

（約３２万人）

※２

3.11％

（約７万８千人）

※１

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 1.70％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約１７万５千人）

※１ ＬＤ（Learning  Disabilities）：学習障害、ＡＤＨＤ（Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) ：注意欠陥多動性障害
※２ この数値は、平成２４年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約２千人）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万６千人）
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視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学 校 数 85 120 706 334 143 1,080
在籍者数 5,940 8,624 118,225 32,050 19,653 132,570

※注：在籍者数は、平成18年度までは在籍する学校の障害種別により集計していたため、複数の障害を有する者については、在籍する学校
の障害種以外の障害について集計していない。平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数
の障害を有する者については、障害種のそれぞれに集計している。このため、障害種別の在籍者数の数値の合計は計と一致しない。

※注：学校数は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校については、
それぞれの障害種に集計している。このため、障害種別の学校数の数値の合計は計と一致しない。

特別支援学校の現状（平成２５年５月１日現在）

132,570
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特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移

特別支援学校

在籍者数計

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

聴覚障害

視覚障害

129,994126,123
132,570

121,815117,035
112,334

108,173
104,592101,61298,79696,473
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○ 特別支援学校は、障害の程度が比較的重い子供を対象として専門性の高い教育を行う学校であり、公立特別支援
学校（小・中学部）の１学級の上限は６人（重複障害の場合３人）。対象障害種は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、
肢体不自由、病弱・身体虚弱。



1,688 1,696 1,648 1,653 1,663 1,640 1,597 1,543 1,569 1,604 

30,921 31,677 32,694 33,411 34,258 35,256 
35,889 36,659 37,097 37,619 

21,884 22,653 23,621 24,874 26,044 27,046 27,662 28,225 28,829 29,554 

44,303 45,586 46,629 48,235 50,369 
53,093 

56,667 
59,696 

62,499 63,793
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特別支援学校の在籍者数
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特別支援学校の現状（平成２５年５月１日現在）

-4-

○ 特別支援学級は、障害のある子供のために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級（８人を上限
（公立））であり、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級があ

る。

特別支援学級の現状（平成２５年５月１日現在）

知的障害 肢体不自由 病弱・

身体虚弱

弱視 難聴 言語障害 自閉症・

情緒障害

計

学 級 数 23,912 2,706 1,488 365 888 562 19,822 49,743 
在籍者数 90,403 4,299 2,570 442 1,400 1,651 74,116 174,881 

54,895 57,083 59,749 63,238 66,711 71,264 75,810 80,099 83,771 86,960 90,403 

3,341 3,551 3,748 3,917 3,991 
4,201 

4,221 
4,265 4,300 4,374 4,299 

23,456 25,882 28,924 
32,929 

38,001 
43,702 

49,955 
55,782 

61,756 
67,383 

74,116 
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特別支援学級在籍者数の推移自閉症・情緒障害

言語障害

難聴

弱視

病弱・身体虚弱

肢体不自由

知的障害

85,933 90,851 96,811
104,544

113,377
124,166

135,166
145,431

155,255
164,428

174,881

1,651

1,400

442

2,570
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※各年度５月１日現在
※「難聴その他」は難聴、弱視、肢体不自由及び病弱・身体虚弱の合計
※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成１８年度から新たに通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定

（併せて「自閉症」も平成１８年度から対象として明示：平成１７年度以前は主に「情緒障害」の通級指導教室にて対応）

通級による指導の現状（平成２５年５月１日現在）

○ 通級による指導は、小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある子供が、ほとんどの授業を通常の学級で受
けながら、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場（通級指導教室）で受ける指導形態。通級の対象は、言語
障害、自閉症、情緒障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、弱視、難聴など。

27,718 28,870 29,907 29,713 29,340 29,860 30,390 31,066 31,607 32,674 33,606 

1,750 1,854 1,995 1,943 2,113 2,101 2,118 2,233 2,240 2,254 2,262 
4,184 

5,033 
6,836 
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10,769

71,519

65,360
60,637

54,021
49,685

45,240

38,738 41,448

77,882

33,652 35,757

通級による指導を受けている児童生徒数の推移（公立小・中学校合計）

10,324

12,308

8,517

9,350

11,274

7,026

7,813

10,342

5,798

6,655

9,148

4,013

4,726

8,064
7,047

5,4693,912

3,682

3,406

2,636
2,4851,631

1,351
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【調査内容】複数の質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は

行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の困難の状況、及び受けている支援の状況等。

推定値（９５％信頼区間）

学習面又は行動面で著しい困難を示す ６．５％（６．２％～６．８％）

学習面で著しい困難を示す
Ａ：学習面で著しい困難を示す

４．５％（４．２％～４．７％）

行動面で著しい困難を示す ３．６％（３．４％～３．９％）

Ｂ：「不注意」又は「多動性－衝動
性」の問題を著しく示す

３．１％（２．９％～３．３％）

Ｃ：「対人関係やこだわり等」の問
題を著しく示す

１．１％（１．０％～１．３％）

学習面と行動面ともに著しい困難を示す １．６％（１．５％～１．７％）

Ａ かつ Ｂ １．５％（１．３％～１．６％）

Ｂ かつ Ｃ ０．７％（０．６％～０．８％）

Ｃ かつ Ａ ０．５％（０．５％～０．６％）

Ａ かつ Ｂ かつ Ｃ ０．４％（０．３％～０．５％）

（％）

（ポイント）

（％）

（ポイント）

（％）
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図１ 学習面

図３ 行動面(対人関係やこだわり等)

図２ 行動面(不注意、多動性-衝動性)

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする

児童生徒に関する調査結果 （概要） 平成24年12月公表（文部科学省調査）

（ポイント）

（ポイント）

※調査対象：全国（岩手、宮城、福島の3県を除く）の公立の小・中学校の通常の学級に
在籍する児童生徒を母集団とする抽出調査（標本児童生徒数：53,882人
（小学校：35,892人、中学校：17,990人）、回収率は97％）

※留意事項：担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭による確認を経て提出した回答に基づくもので、
発達障害の専門家チームによる診断や、医師による診断によるものではない。
従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものではなく、発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意。

（ポイント）

○知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合（表１より）
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「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」
の補足調査（調査報告）より抜粋 （独）国立特別支援教育総合研究所

文部科学省が平成24年12月に公表した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする
児童生徒に関する調査」の協力者会議において、今後の調査研究に委ねる必要性があることが指摘された４点について、文部
科学省の協力の下、国立特別支援教育総合研究所において補足調査を実施。
【調査１ 質問紙調査】
（調査期間）平成25年６月（調査対象）96校（全特協等を通じ選定された，各都道府県の通級指導教室が設置された小学校45校及び中学校40校，並びにインタ

ビュー調査対象の小学校５校及び中学校６校）の校長等管理職、特別支援教育コーディネーター、通級指導教室担当教員及び通常の学級担任（回収率）94.8%
【調査２ インタビュー調査】
（調査期間）平成25年７月～9月（調査対象）首都圏を中心とし，発達障害を対象とする通級指導教室を設置する小学校，中学校の質問紙調査回答者

Ⅰ 「児童生徒の困難の状況」について

41.1 

43.6 

54.2 

54.7 

4.7 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校

中学校

思う 思わない 無回答

現状と一致すると思わないと回答
した者(左図参照:小学校54.4%,
中学校54.7%)のうち，小学校で
82.7%,中学校で76.6%が推定値
6.5%より多いと回答。
【理由】
・教員が「困難の状況」をどのよ
うに捉えているかにより割合が
変わる。

・知的発達に遅れのある児童生徒
が在籍している。

等の可能性が推察された。

「6.5％の結果は学校の現状とほぼ一致
すると思うか」の問いに対する回答

・児童生徒が学習習慣・生活習慣を身につけることで、困難さが目立たなく
なり教員が困難を把握しにくくなる。

・質問項目の内容について、学習スキルを習得していくことにより、学習面
の困難が最も小さくなる傾向。

等の可能性が考察された。

② 学年が上がるにつれ，学習面，各行動面で著しい困難を示すと
された児童生徒の割合が小さくなる傾向がある理由（特に、学習
面（右表のＡ）において最も顕著である理由）（→※１）

① 推定値6.5％以外にも，何らかの困難を示し，教育的支援を
必要としている児童生徒がいる可能性について
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推定値

学習面又は行
動面で著しい
困難を示す

Ａ Ｂ Ｃ

小学校 7.7％ 5.7％ 3.5％ 1.3％

１年 9.8％ 7.3％ 4.5％ 1.5％

２年 8.2％ 6.3％ 3.8％ 1.5％

３年 7.5％ 5.5％ 3.3％ 1.0％

４年 7.8％ 5.8％ 3.5％ 1.2％

５年 6.7％ 4.9％ 3.1％ 1.1％

６年 6.3％ 4.4％ 2.7％ 1.3％

中学校 4.0％ 2.0％ 2.5％ 0.9％

１年 4.8％ 2.7％ 2.9％ 0.8％

２年 4.1％ 1.9％ 2.7％ 1.0％

３年 3.2％ 1.4％ 1.8％ 0.9％

（※１）知的発達に遅れはないものの学習面、各行動
面で著しい困難を示すとされた児童生徒の学校種、
学年別集計（表６より）

H24文科省調査結果

※補足調査全体版は特総研ＨＰに掲載

（１）幼稚園、小・中学校、高等学校の状況

●全体として体制整備が進んでいる状況がうかがえる。

このイメージは、現在表示できません。

国公私立計・幼小中高計・項目別実施率－全国集計グラフ（平成19～25年度）

学校における支援体制の整備状況・課題①

※点線箇所は、作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作成率を示す。
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（２）幼稚園、小・中学校、高等学校別の状況

●小・中学校に比べ、幼稚園・高等学校の体制整備は課題である。

このイメージは、現在表示できません。

国公私立計・幼小中高別・項目別実施率－全国集計グラフ（平成25年度）

学校における支援体制の整備状況・課題②
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57.1

※点線箇所は、作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作成率を示す。
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国公私立別・幼小中高計・項目別実施率－全国集計グラフ（平成25年度）

（３）国公私立別の状況

●国公私立別で比較すると、全体的に私立学校の体制整備が課題である。

学校における支援体制の整備状況・課題③

※点線箇所は、作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作成率を示す。
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・ 特別支援学校全体の免許状保有率及び新規採用者の保有率ともやや上昇
（平成25年度）

※平成18年度の全体及び新規採用者の数値は、在籍校種の免許状保有者の割合を示す。
平成19年度～25年度は、いずれの数値も「当該障害種の免許状保有者」と「自立教科等の免許
状保有者（当該障害種）」を合わせた割合を示す。

・免許状保有者の採用・配置、非保有者への認定講習の受講促進など、計画的な
取組が必要

特別支援学校教諭等免許状の保有状況
（特別支援学校における在籍校種の免許状保有率の経年比較）

特別支援学校教諭等免許状の保有状況

61.1%

68.3%
69.0% 69.5% 70.0% 70.3% 71.1% 71.5%

59.1% 57.3%
60.0% 61.3% 60.3% 59.9% 60.1%

64.4%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

免許状保有率の経年比較（平成18年度～25年度）

全体 新規採用者
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特別支援学校高等部（本科）卒業後の状況①
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・就職者の割合27.7％（Ｈ15 19.4％）、施設・医療機関の割合63.9％（Ｈ15 56.6％）。

・福祉、労働等関係機関との連携を図り、職業教育・進路指導を充実することが必要。

（平成２５年３月卒業者）

区分 卒業者 進学者 教育訓練機関等 就職者 施設・医療機関 その他

人 人 人 人 人 人

特別支援学校
高等部 計

19,439 482 436 5,387 12,422 712

(2.5%) (2.2%) (27.7%) (63.9%) (3.7%)

389 115 8 52 171 43

(29.6%) (2.1%) (13.4%) (44.0%) (11.1%)

502 199 33 187 71 12

(39.6%) (6.6%) (37.3%) (14.1%) (2.4%)

16,387 83 302 4,952 10,543 507

(0.5%) (1.8%) (30.2%) (64.3%) (3.1%)

1,772 42 49 126 1,465 90

(2.4%) (2.8%) (7.1%) (82.7%) (5.1%)

389 43 44 70 172 60
(11.1%) (11.3%) (18.0%) (44.2%) (15.4%)

※四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100％にはならない。

病弱・身体虚弱

肢体不自由

知的障害

聴覚障害

視覚障害



0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

進学者、教育訓練機関等

就職者

施設・医療機関

その他

（各年３月時点）

施設医療機関
（H15） （H25）
５６％→６４％に増加

区 分 卒業者 進学者 教育訓練機関等 就職者 施設・医療機関 その他

計
19,439人 482人 436人 5,387人 12,422人 712人

(2.5%) (2.2%) (27.7%) (63.9%) (3.7%)

平成２５年３月卒業者

その他（在宅等）
(H15 ) (H25)
１５％→４％に減少

就職者
(H15） （H25)
１９％→２８％に増加

特別支援学校高等部（本科）卒業後の状況②
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特別支援学校高等部卒業者の就職率の状況（都道府県別）
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①特別支援学校における医療的ケアが必要な幼児児童生徒数

※ 公立の特別支援学校を調査対象としている。

※１ 高等部の専攻科は除く。

※２ 平成25年度学校基本調査による。

※１

※ 公立の小学校、中学校（中等教育学校の前期課程を含む）を調査対象としている。

※ 「医療的ケアが必要な児童生徒」とは、小・中学校において日常的に、看護師や保護者などから、経管栄養やたんの
吸引などの医行為を受けている者である。（本人が行うものを除く）

③小中学校における医療的ケアが必要な児童生徒数

区分
医療的ケアが必要な幼児児童生徒数（名）

幼稚部 小学部 中学部 高等部 合計

通学生 36 2,877 1,439 1,302 5,654 

訪問教育（家庭） 0 606 247 258 1,111 

訪問教育（施設） 0 183 99 153 435 

訪問教育（病院） 0 286 145 211 642 

合計 36 3,952 1,930 1,924 7,842 

在籍者数（名） 1,480 36,614 28,597 60,829 127,520 

割合(%) 2.4% 10.8% 6.7% 3.2% 6.1%

小学校 中学校 小・中学校計

通常の学級 特別支援学級 通常の学級 特別支援学級 通常の学級 特別支援学級

257 418 675 46 92 138 303 510 813

※２

医療的ケア対象
幼児児童生徒 看護師

数（名）

教員
数（名）

※2在籍校
数（校）

幼児児童
生徒数（名）

平成21年度 600 6,981 925         3,520 

平成22年度 607 7,306 1,049 3,772 

平成23年度
※1 580 7,350 1,044 3,983 

平成24年度 615 7,531 1,291 3,236 

平成25年度 615 7,842 1,354 3,493 

②特別支援学校における医療的ケアが必要
な幼児児童生徒数・看護師数等の推移

特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果（H25.5.1現在）

※1 岩手県、宮城県、福島県、仙台市は調査対象外
※2 平成24年度からは、認定特定行為業務従事者として

医療的ケアを行っている教員数
（調査期日は平成24年度：10月1日現在、

平成25年度：9月1日現在）
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○新設校の設置、校舎の増築、分校・分教室による対応等、教室不足の解消に引き続き取り組みたい。

○増加傾向にある児童生徒数を的確に把握し、解消計画を順次策定・更新するなど、学校現場と調整の上、
教育上支障がでないよう適切な対応をお願いしたい。

（平成２６年度に、廃校や余裕教室等を活用した特別支援学校の新設、分校・分教室の整備に係る補助制度
を創設。）

特別支援学校における教室不足の解消について（平成２７年２月）
（各都道府県教育委員会施設主管課長及び特別支援教育主管課長あて、施設助成課及び特別支援教育課長連名通知）
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(注)福島県については、現在も東日本大震災の影響により、一部の学校で児童・生徒が県内
外の学校等に分散している状況があるが、その影響についてもそのまま反映させた。

番号 都道府県名 不足教室数

1 北 海 道 108 
2 青 森 県 70 
3 岩 手 県 72 
4 宮 城 県 75 
5 秋 田 県 2 
6 山 形 県 35 
7 福 島 県 47 
8 茨 城 県 178 
9 栃 木 県 125 

10 群 馬 県 56 
11 埼 玉 県 208 
12 千 葉 県 298 
13 東 京 都 255 
14 神 奈 川 県 337 
15 新 潟 県 101 
16 富 山 県 3 

番号 都道府県名 不足教室数

17 石 川 県 0 
18 福 井 県 4 
19 山 梨 県 42 
20 長 野 県 52 
21 岐 阜 県 110 
22 静 岡 県 254 
23 愛 知 県 277 
24 三 重 県 65 
25 滋 賀 県 97 
26 京 都 府 56 
27 大 阪 府 72 
28 兵 庫 県 124 
29 奈 良 県 44 
30 和 歌 山 県 61 
31 鳥 取 県 27 
32 島 根 県 71 

番号 都道府県名 不足教室数

33 岡 山 県 26 
34 広 島 県 61 
35 山 口 県 50 
36 徳 島 県 51 
37 香 川 県 19 
38 愛 媛 県 32 
39 高 知 県 27 
40 福 岡 県 92 
41 佐 賀 県 16 
42 長 崎 県 17 
43 熊 本 県 183 
44 大 分 県 10 
45 宮 崎 県 41 
46 鹿 児 島 県 0 
47 沖 縄 県 12 

合 計 3,963（※4,271）

公立特別支援学校における教室不足の現状
（平成26年10月1日現在）

※( )は平成25
年10月1日現在



２．障害者の権利に関する
条約等への対応
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１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の

均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度 （inclusive education 
system at all levels）及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。

(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的

自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

(b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで

発達させること。

(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度（general education system）から排除されないこと

及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除され

ないこと。

(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が

高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。

(c) 個人に必要とされる合理的配慮（reasonable accommodation）が提供されること。

(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。

(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で

個別化された支援措置がとられること。

○障害者の人権・基本的自由の享有の確保

○障害者の固有の尊厳の尊重の促進

障害者の権利に関する条約（教育関係）
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・平成１８年１２月 国連総会において採択
・平成１９年 ９月 日本国署名
・平成２０年 ５月 条約発効
（この間、障害者基本法改正、障害者差別解消法成立、学校教育法

施行令改正など）

・平成２６年１月２０日 日本国批准（発効は２月１９日）

経 緯目 的

教育部分（第２４条）



・昭和22年－学校教育法制定（盲・聾・養護学校、小・中学校の特殊学級 → 制度化）

・昭和23年－盲・聾学校 就学義務化

・昭和54年－養護学校 就学義務化（及び訪問教育の本格実施）

・平成 5年－「通級による指導」制度化

・平成14年－就学制度改正（「認定就学」制度化等）

・平成17年－発達障害者支援法制定

・平成18年－ＬＤ、ＡＤＨＤも通級の対象（※併せて自閉症を明記）

・平成19年－特別支援教育の本格的実施（「特殊教育」から「特別支援教育」へ）

→特別な場で教育を行う「特殊教育」から、一人一人のニーズに応じた適切な指導及び

必要な支援を行う「特別支援教育」に発展的に転換。盲・聾・養護学校から特別支援

学校、特別支援学校のセンター的機能、小中学校等における特別支援教育 など

・平成19年－障害者権利条約署名（インクルーシブ教育システムの理念、合理的配慮など）

・平成21年－特別支援学級の対象に自閉症を明記

・平成23年－障害者基本法改正（障害者権利条約への対応（十分な教育が受けられるようにする

ため可能な限り共に教育を受けられるよう配慮、本人・保護者の意向を可能な限り尊重など） ）

・平成24年－中教審報告初中分科会報告 （共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育
システムの構築のための特別支援教育の推進 → 就学相談・就学先決定の在り方、
合理的配慮、多様な学びの場の整備、教職員の専門性向上 など ）

・平成25年－障害者差別解消法制定（合理的配慮提供の法的義務など（施行日：一部を除きH28.4））

－就学制度改正（「認定就学」制度廃止、総合的判断（本人･保護者の意向を可能な限り尊重）など）

・平成26年－障害者権利条約批准

（参 考）特別支援教育の歴史
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１．共生社会の形成に向けて
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築、インクルーシブ教育システム構築のための

特別支援教育の推進、共生社会の形成に向けた今後の進め方

２．就学相談・就学先決定の在り方について
早期からの教育相談・支援、就学先決定の仕組み、一貫した支援の仕組み、就学相談・就学先決定に係る

国・都道府県教育委員会の役割

３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその

基礎となる環境整備

「合理的配慮」について、「基礎的環境整備」について、学校における「合理的配慮」の観点、「合理的配慮」の充実

４．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進

多様な学びの場の整備と教職員の確保、学校間連携の推進、交流及び共同学習の推進、関係機関等の連携

５．特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等
教職員の専門性の確保、各教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方、教職員への障害のある者の採用・

人事配置

中央教育審議会初等中等教育分科会報告（平成２４年７月）
～共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進～

内 容
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中教審初中分科会報告等を踏まえた文部科学省等の主な取組

○学校教育法施行令の一部改正（H25.8）

・ 障害のある児童生徒の就学先決定について、特別支援学校への就学を
原則とし、例外的に小中学校への就学を可能としていたこれまでの仕組み
（認定就学制度）を改め、新たに、個々の障害の状態等を踏まえ、総合的な
観点から就学先を決定する仕組みとし、その際、本人・保護者の意向を可能
な限り尊重することとした。

→ 「教育支援資料 ～障害のある子供の就学手続きと早期からの一貫した
支援の充実～」 の作成 （H25.10 文部科学省特別支援教育課）

○特別支援教育関係予算等の充実
・H24：81億円、H25：99億円、H26：131億円、H27予算額（案）：145億円

（→後述）

○インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）
の開設（→（独）国立特別支援教育総合研究所）

・合理的配慮の実践事例データベース
・インクルーシブ教育システム構築に関する情報提供

など -22-

学校教育法施行令改正の趣旨を解説するとともに、新たな教育
相談・就学先決定のモデルプロセス及び障害種別の教育的対応
の在り方を示したもの。（※文科省HPよりダウンロード可）

○ 障害者権利条約によれば、インクルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重

等の強化、障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限度まで発達させ、自由な

社会に効果的に参加することを可能とするとの目的 の下、障害のある者と障害のない

者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと、

自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な

「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。

○ 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの
理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。

○ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育
的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに
最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが必要である。小中学校
における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性ある「多様
な学びの場」を用意しておくことが必要である。

○ 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学
ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に
参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身につけていける
かどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。

インクルーシブ教育システムについて（中教審初中分科会報告（H24.7）より）
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【インクルーシブ教育システム】



多様な学びの場の連続性（中教審初中分科会報告（H24.7）より）

○ 同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒

に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で

柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級

による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの

場」を用意しておくことが必要。

訪問教育

特別支援学校

特別支援学級

通級による指導

専門的スタッフを配置して通常の学級

専門家の助言を受けながら通常の学級

ほとんどの問題を通常の学級で対応

-24-

【「合理的配慮」について①】

○ 障害のある子供が、他の子供と平等に 「教育を受ける権利」 を享有・
行使することを確保するために、

・ 学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと

・ 障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける

場合に個別に必要とされるもの

・ 学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡

を失した又は過度の負担を課さないもの

○ 「合理的配慮」の決定に当たっては、障害者の権利に関する条約第２４条
第１項にある、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な
能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加すること
を可能とするといった目的に合致するかどうかの観点から検討が行われること
が重要である。

合理的配慮について（中教審初中分科会報告（H24.7）より）
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【「合理的配慮」について②】

○ 「合理的配慮」は、一人一人の障害の 状態や教育的ニーズ等に応じて決定

されるものであり、設置者・学校と本人・保護 者により、発達の段階を考慮し

つつ、「合理的配慮」の観点（※）を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り

合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の

教育支援計画に明記することが望ましい。
※中教審報告において、合理的配慮の３観点１１項目を整理（後述）

合理的配慮について（中教審初中分科会報告（H24.7）より）

（参考）障害者差別解消法（H25.6成立、H28.4施行）

○ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を

必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなけ

ればならない。（第7条第2項）
（ （※事業者は努力義務） -26-

【 基礎的環境整備 について】

○ 障害のある子供に対する支援については、法令に基づき又は財政措置に

より、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、

教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境

整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。

これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これら

を基に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子供に対し、その

状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。

○ 「合理的配慮」の充実を図るため、必要な財源を確保し、国、都道府県、市町

村は、「基礎的環境整備」の充実を図っていくことが必要である。

基礎的環境整備について（中教審初中分科会報告（H24.7）より）
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（参考）障害者差別解消法（H25.6成立、（一部を除き）H28.4施行）

○ 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に

行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な

環境の整備に努めなければならない。（第5条）



「合理的配慮」と「基礎的環境整備」 ： 障害のある子供に対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、
国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。
これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの
環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校におい
て、障害のある子供に対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。

基礎的環境整備（８観点）
①ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
②専門性のある指導体制の確保
③個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導
④教材の確保
⑤施設・設備の整備
⑥専門性のある教員、支援員等の人的配置
⑦個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導
⑧交流及び共同学習の推進

合理的配慮と基礎的環境整備

学校における合理的配慮の観点（３観点１１項目）
①教育内容・方法

①－１ 教育内容
①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
①－１－２ 学習内容の変更・調整

①－２ 教育方法
①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
①－２－２ 学習機会や体験の確保
①－２－３ 心理面・健康面の配慮

②支援体制
②－１ 専門性のある指導体制の整備
②－２ 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るため

の配慮
②－３ 災害時等の支援体制の整備

③施設・設備
③－１ 校内環境のバリアフリー化
③－２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・

設備の配慮
③－３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

合理的配慮と基礎的環境整備の関係

国、都道府県、市町村,
学校等による

環境整備

Ａ
さ
ん
の
た
め
の

合
理
的
配
慮

Ｂ
さ
ん
の
た
め
の

合
理
的
配
慮

合
理
的
配
慮
（設
置

者
・学
校
が
実
施
）

合
理
的
配
慮
の
基
礎
と
な
る
環
境

整
備
（
基
礎
的
環
境
整
備
）
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（例）①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮

障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、教材（ＩＣＴ及び補助用具を含
む）の活用について配慮する。

視覚障害
見えにくさに応じた教材及び情報の提供を行う。（聞くことで内容が理解できる説明や資料、拡大コピー、拡大文字を用いた資
料、触ることができないもの（遠くのものや動きの速いもの等）を確認できる模型や写真 等）また、視覚障害を補う視覚補助具
やICTを活用した情報の保障を図る。（画面拡大や色の調整、読み上げソフトウェア 等）

聴覚障害

聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供を行う。（分かりやすい板書、教科書の音読箇所の位置の明示、要点を視覚的な情
報で提示、身振り、簡単な手話等の使用 等）また、聞こえにくさに応じた聴覚的な情報・環境の提供を図る。（座席の位置、話
者の音量調整、机・椅子の脚のノイズ軽減対策（使用済みテニスボールの利用等）、防音環境のある指導室、必要に応じて
FM式補聴器等の使用 等）

知的障害
知的発達の遅れに応じた分かりやすい指示や教材・教具を提供する。（文字の拡大や読み仮名の付加、話し方の工夫、文の
長さの調整、具体的な用語の使用、動作化や視覚化の活用、数量等の理解を促すための絵カードや文字カード、数え棒、パ
ソコンの活用 等）

肢体不自
由

書字や計算が困難な子供に対し上肢の機能に応じた教材や機器を提供する。（書字の能力に応じたプリント、計算ドリルの学
習にパソコンを使用、話し言葉が不自由な子供にはコミュニケーションを支援する機器（文字盤や音声出力型の機器等）の活
用 等）

病 弱
病気のため移動範囲や活動量が制限されている場合に、ＩＣＴ等を活用し、間接的な体験や他の人とのコミュニケーションの機
会を提供する。（友達との手紙やメールの交換、テレビ会議システム等を活用したリアルタイムのコミュニケーション、インター
ネット等を活用した疑似体験 等）

言語障害 発音が不明瞭な場合には、代替手段によるコミュニケーションを行う。（筆談、ＩＣＴ機器の活用等）

自閉症・情
緒障害

自閉症の特性を考慮し、視覚を活用した情報を提供する。（写真や図面、模型、実物等の活用）また、細かな制作等に苦手さ
が目立つ場合が多いことから、扱いやすい道具を用意したり、補助具を効果的に利用したりする。

学習障害
読み書きに時間がかかる場合、本人の能力に合わせた情報を提供する。（文章を読みやすくするために体裁を変える、拡大
文字を用いた資料、振り仮名をつける、音声やコンピュータの読み上げ、聴覚情報を併用して伝える 等）

注意欠陥多
動性障害

聞き逃しや見逃し、書類の紛失等が多い場合には伝達する情報を整理して提供する。（掲示物の整理整頓・精選、目を合わ
せての指示、メモ等の視覚情報の活用、静かで集中できる環境づくり 等）

重複障害
（視覚障害と聴覚障害）障害の重複の状態と学習の状況に応じた適切なコミュニケーション手段を選択するとともに、必要に応
じて状況説明を含めた情報提供を行う。（補聴器、弱視レンズ、拡大文字、簡単な手話の効果的な活用 等）

合理的配慮の観点毎の障害種別の例示配慮 （中教審初中分科会報告より）

※障害種別に応じた「合理的配慮」は、すべての場合を網羅することはできないため、その代表的なものと考えられるものを
例示しており、これ以外は提供する必要がないということではない。「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニー
ズ等に応じて決定されるものである。 -29-



インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）の本格稼働（平成26年7月）
（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）

-30-

差別的取扱いの禁止

障害者基本法
第４条

基本原則
差別の禁止

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
行為の禁止

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防止

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

何人も、障害者に対して、障害を
理由として、差別することその他
の権利利益を侵害する行為をして
はならない。

社会的障壁の除去は、それを必要としてい
る障害者が現に存し、かつ、その実施に伴
う負担が過重でないときは、それを怠るこ
とによつて前項の規定に違反することとな
らないよう、その実施について必要かつ合
理的な配慮がされなければならない。

国は、第一項の規定に違反する行為の
防止に関する啓発及び知識の普及を図
るため、当該行為の防止を図るために
必要となる情報の収集、整理及び提供
を行うものとする。

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

合理的配慮の不提供の禁止
国・地方公共団体等

民間事業者
民間事業者

国・地方公共団体等法的義務

努力義務

法的義務

政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定※

● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

具体的な対応

● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告実効性の確保

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実紛争解決・相談

※ 地方の策定は努力義務

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

２．障害者の権利に関する条約への対応
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の概要

⇒ （主務大臣が）
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【再掲】



１ 法制定の背景

２ 基本的な考え方

(1) 法の考え方

(2) 基本方針と対応要領・対応指針との関係

(3) 条例との関係

１ 法の対象範囲
(1) 障害者
(2) 事業者
(3) 対象分野

２ 不当な差別的取扱い
(1) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
(2) 正当な理由の判断の視点

３ 合理的配慮
(1) 合理的配慮の基本的な考え方
(2) 過重な負担の基本的な考え方

１ 環境の整備

２ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

３ 啓発活動
(1) 行政機関等における職員に対する研修
(2) 事業者における研修
(3) 地域住民等に対する啓発活動

４ 障害者差別解消支援地域協議会
(1) 趣旨 (2) 期待される役割

５ 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
(1) 情報の収集、整理及び提供
(2) 基本方針、対応要領、対応指針の見直し等

第２ 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とす
る差別を解消するための措置に関する共通的な事項

第５ その他障害を理由とする差別の解消の推進に
関する施策に関する重要事項

第３, ４ 行政機関等／事業者が講ずべき障害を理由と
する差別を解消するための措置に関する基本的な事項

第１ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する
施策に関する基本的な方向

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（H27.2閣議決定）

１ 基本的な考え方

２ 対応要領／対応指針
(1) 対応要領／対応指針の位置付け及び作成手続き
(2) 対応要領／対応指針の記載事項

３ 地方公共団体等における対応要領に関する事項
【※対応要領のみ】

３´ 主務大臣による行政措置【※対応指針のみ】
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３．平成２７年度特別支援
教育関係予算案等
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障害のある児童生徒等の自立・社会参加の加速化に向けた特別支援教育の充実
平成２７年度予算額（案）１４５億円 （平成２６年度予算額１３１億円）

（早期支援）

（インクルーシブ教育システムの構築・障害者理解の推進）

（教職員の専門性向上）

（就学の支援）

○早期からの教育相談・支援体制構築事業 336百万円 （335百万円）
障害のある子供に対する早期からの教育相談及び支援体制の構築を推進するため、教育と保育、福祉、保健、医療等の連携推進、情報提供等の取組を支援する。
40箇所 早期支援コーディネーター 約120人配置

○【拡充】特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業 292百万円 （14百万円）
特別支援教育を担当する教員の専門性の向上を図るため、特別支援学校教員等に対する専門的な研修の実施や特別支援学校教諭免許状取得に資する取組を

実施するとともに、その環境整備を行う。
◆指導者養成講習会等の実施（拡充） 15箇所→27箇所 ◆免許状取得促進セミナーの開催（新規） 6箇所
◆ICTを活用した教員の専門性向上充実事業、障害者スポーツに関する教員研修のための施設整備（新規）（特総研）

（発達障害にかかる支援）

○発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業 586百万円 （586百万円）

◆【新規】発達障害の可能性のある児童生徒等の系統性のある支援研究事業 71百万円
発達障害の可能性のある児童生徒に対する支援に向けた取組の１つとして、教育委員会等が主体となり、新たに各学校段階の移行期における円滑かつ適切な

引継ぎ手法・時期等に関する調査研究事業を行うことで特別支援教育の充実等を図る。 15 箇所
◆発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援研究事業 45箇所・発達障害支援アドバイザー 約80人配置
◆発達障害理解推進拠点事業 30箇所 ◆発達障害に関する教職員育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発事業 7大学

○インクルーシブ教育システム構築モデル事業等 831百万円 （989百万円）

◆【新規】学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）の 推進 147百万円
子供たちの社会性や豊かな人間性を育み、相互に人格と個性を尊重・理解し合える共生社会の実現に向けて、障害のある子供と障害のない子供が一緒に障害

者スポーツを行ったり、障害者アスリート等の体験談を聞いたりするなどの障害者スポーツを通した交流及び共同学習を実施する。 25箇所
◆インクルーシブ教育システム構築モデル事業 35箇所 ◆特別支援学校機能強化モデル事業 25箇所 ◆看護師配置事業等

（学習上の支援及び教材の開発）

○学習上の支援機器等教材活用促進事業 497百万円（584百万円）
◆学習上の支援機器等教材研究開発支援事業 9箇所 ◆支援機器等教材を活用した指導方法充実事業
◆教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進プロジェクト 等

（高等学校段階における支援）

○自立・社会参加に向けた高等学校段階における特別支援教育充実事業 388百万円（449百万円）
◆キャリア教育・就労支援等の充実事業 35箇所・就職支援コーディネーター 約35人配置
◆個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育ﾓﾃﾞﾙ事業 25箇所・自立活動等担当教員 約25人配置

○【拡充】特別支援教育就学奨励費負担等 11,583百万円 （10,151百万円）
特別支援学校及び特別支援学級等に就学する障害のある児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するため、通学費、学用品費等に必要な経費を援助する。

◆特別支援学校高等部の生徒の通学費、学用品費等の支援拡充（高校就学支援金制度見直しの学年進行対応）

※【拡充】教職員定数の増 通級指導など特別支援教育の充実 100人 ※特別支援学校の教室不足解消のための補助 補助率：1/3等

就
学
前

学
校
教
育

自
立
と
社
会
参
加
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障害者権利条約の批准や改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、特別支援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進

しつつ、早期からの教育相談・支援体制の構築、幼稚園、小・中学校、高等学校等における合理的配慮の充実及び拠点地域・学校における調査研究、インクルーシブ教育システム
構築に関するデータベースの整備、合理的配慮の関連知識の習得及び情報共有を図るためのセミナー開催等を行う。さらに、引き続き医療的ケアのための看護師配置等を行う。

◆インクルーシブ教育システム構築データベース（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）〔運営費交付金に計上〕

・合理的配慮を確保しつつ、インクルーシブ教育システムに先導的な取組を実施している拠点地域・学校での取組についてデータベース
を整備し、普及促進と共有化を図る。

インクルーシブ教育システム構築事業 （平成２６年度予算額 １，３２４百万円）

平成２７年度予算額（案） １，１６７百万円

◆特別支援学校機能強化モデル事業
（２５地域・ＳＴ,ＯＴ,ＰＴ,心理学の専門家等

約５００人の配置）

◆インクルーシブ教育システム構築モデル事業
（６０地域・合理的配慮協力員約７０人の配置）

・複数の特別支援学校が連携し、機能別等の役割分担をしながらセンター的機能の機能強化を図る。都道府県・指定都市教育委員
会は、その ために必要な専門家（ST,OT,PT,心理学の専門家等）を特別支援学校等に派遣する。また、キャリア・職業教育、ＩＣＴ・
ＡＴ活用など今日的課題への対応も行う。

・視覚障害、聴覚障害、病弱・身体虚弱について、各県ごとの教育資源が少数しか存在しないことから、広域的な取組を促すことによ
り、専門性向上も含めた体制整備を促進する。

取組の収集・蓄積

◆「合理的配慮」普及推進セミナーの開催（文部科学省・６ブロックで実施）

・教育委員会や学校関係者に対して、合理的配慮に関する関連知識の習得と情報共有による、就学事務の円滑化を図るため、セミナー
等を開催。

就学期以前 小・中学校 高等学校

･･･連携、相談・支援体制構築の推進

・特別な支援が必要となる可能性のある子供及び
その保護者に対し、早期から情報提供や相談会の
実施等に取り組み、障害のある子供一人一人の
教育的ニーズに応じた支援を保障する就学先を決
定する。

保護者・子供 円滑な就学

早期支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

○連携協議
会の開催

○専門的な
助言、研修

〇早期からの情報提供
〇相談会の実施
〇就学移行期等の支援

＜実践イメージ＞

都道府県市町村

医療教育 保健保育 福祉 ・・・

◆早期からの教育相談・支援体制の構築
（４０地域・早期支援ｺｰﾃﾞｨｰﾈｰﾀｰ約１２０人の配置）

・特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする子供に対応するため看護師を配置する。（1/3補助）◆医療的ケアのための看護師配置（約３３０人）

特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）

・就学奨励費の支給対象を拡大し、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の就学を
支援する。

◆就学奨励費の支給対象拡大
〔特別支援教育就学奨励費負担等に計上〕

・幼・小・中・高におけるインクルーシブ教育システム（通級による指導等の活用を含む）の実現に向けた合理的配慮の調査研究を実施。

・小・中において、インクルーシブ教育システムを特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習の形で追求する。

・特別支援学校と小・中・高において、インクルーシブ教育システムを特別支援学校と通常の学級の交流及び共同学習の形で追求する。

・インクルーシブ教育システムを域内（市町村又は複数の市町村）の教育資源（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援

学校）を活用する形で追求する。

○幼稚園、小・中学校、高等学校等における合理的配慮の充実に関する拠点地域・学校における調査研究（３５地域）

○学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）の推進（２５箇所） 【新規】
・障害のある子供と障害のない子供が一緒に障害者スポーツを行う、障害者アスリート等の体験談を聞くなどの障害者スポーツを

通した交流及び共同学習を実施する。
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早期からの教育相談・支援体制を構築（市町村）

医療教育 保健

円滑な就学

小学校・特別支援学校

【目的】

保育保育

保護者・子供

文部科学省

福祉

厚生労働省

相談 支援

○就学相談
資料の作成、

説明会、連絡
協議会の開催

市町村就学指導委員会 就学相談に関わる専門的スタッフ
（早期支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等）

県就学指導委員会

･･･連携の推進役、相談・支援体制構築のための
取りまとめ、連絡・調整、情報収集。

全市町村の取
組を総合的に
支援（都道府県）

○連携協議会
の開催

○専門的な
助言、研修

早期からの情報の提供等
による支援

就学移行期等におけ
る充実した支援

○就学期における個別の教育
支援計画の作成・活用
（本人・保護者、幼稚園・保育所等、
医学・心理学等の専門家の参加の
もと市町村教育委員会が作成）

○学校見学の促進
○就学時健康診断との連携
○就学後のフォローアップ

・・・

＜実践イメージ＞
相談会の実施等による

支援

○様々な機会での相談会の開催
等相談体制の構築

(例) ・幼稚園 ・保育所
・小学校
・特別支援学校
・教育センター
・保健センター等

福祉部局

相談 支援

連携

連携

委託

連携

相談 支援

発達段階に応じた
細やかな相談・支援

○幼稚園・保育所等を通じた子
育て支援・教育関係の情報の
提供

○指導計画、支援計画や相談支
援ファイルの活用

○幼稚園・保育所の教職
員への理解啓発

○1歳半児健診・3歳児
健診との連携

改正障害者基本法を受け、特別な支援が必要となる可能性のある子供及びその保護者に対し、各市町村が早
期から情報の提供や相談会の実施等に取り組み、柔軟できめ細やかな対応ができる一貫した支援体制を構築
するとともに、各都道府県は、市町村の取組や体制の構築を総合的に支援する。

共通認識の醸成

早期からの教育相談・支援体制構築事業 【 H26 40地域→ H27予算（案）40地域】
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合理的配慮の実践研究成果を、（独）国立特別支援
教育総合研究所の インクルーシブ教育システム

構築支援データベース（インクルＤＢ） に掲載

インクルーシブ教育システム構築モデル事業 【 H26 65地域→H27予算（案）35地域】

モデルスクール型（小中学校
等）

・「合理的配慮」を提供するための
校内支援体制の整備及び特別
支援学校との協力関係の構築

・合理的配慮の検討・提供・評価
・個の障害特性に応じた学習内容

等の変更・調整

障害のある子供

交流及び共同学習型 スクールクラスター型

特別支援学校の
センター的機能

・「合理的配慮」を提供するための地域内
の実施体制の整備

・地域内の教育資源を活用した合理的配慮
の検討・提供・評価

・個の障害特性に応じた学習内容等の
変更・調整

【Ⅰ型】 【Ⅱ型】

障害のある子供

Ｅ町
特別支援学校 特別支援学級

通常の学級小中学校等

D高校

C小学校
A小学校

B中学校

地域内の教育資源を
活用した取組

障害のある子供

Ｇ市の教育資源 Ｈ町の教育資源
特別支援学校の
センター的機能

通級指導教室

通級

・「合理的配慮」を提供するための
地域内の実施体制の整備

・交流及び共同学習の創意工夫
・合理的配慮の検討・提供・評価
・個の障害特性に応じた学習内容

等の変更・調整

【目的】 インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育を推進していくため、各学校の設置者及び学校
が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例を収集するとともに、交流
及び共同学習の実施や、域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）を活用した取組の実践研究を行い、
その成果を普及するもの

【合理的配慮協力員】
学校内外・関係機関との連絡調整、
特別支援教育コーディネーターの
アドバイザー、保護者の教育相談
対応の支援など。

障害のある子供
特別支援

学級

通常の学級
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地域の取組を
総合的に支援

（
（都道府県・指定都

市 市教育委員会等）

【目的】特別支援学校において外部人材（ＳＴ、ＯＴ、ＰＴ、心理学の専門家等）の配置・活用や専門性向
上のための研修等を実施し、特別支援学校の専門性の向上を図るとともに、地域内の小・中学校等に
対するセンター的機能を充実させる

（特別支援学校機能強化モデル事業） 【H26 36地域→ H27予算（案） 25地域】
①特別支援学校のセンター的機能充実事業

＜取組例＞

特別支援学校としての専門性を強化

○特別支援学校において外部人材
（ＳＴ、ＯＴ、ＰＴ、心理学の専門
家等）を配置・活用。
○自立活動、キャリア教育・職業訓
練、ＩＣＴ・ＡＴ活用等の専門性向
上のための研修を実施。

特別支援学校間での役割
分担

○特別支援学校間でネッ
トワークを構築し、各特
別支援学校の役割を地域
別や機能別に分担する。

地域内の小・中学校等の
支援

○外部人材を地域内の小・
中学校等へ派遣するなど地
域内の学校に対する特別支
援学校のセンター的機能を
充実させる。

専門家（ＳＴ、ＯＴ、Ｐ
Ｔ、心理学の専門家
等）の配置・活用による
専門性向上

推進地域

専門家（ＳＴ、ＯＴ、ＰＴ、
心理学の専門家等）
の配置・活用による専
門性向上

専門家（ＳＴ、ＯＴ、ＰＴ、心
理学の専門家等）の配置・
活用による専門性向上

小学校

中学校

小学校

中学校

中学校

中学校

小学校

小学校

高校

高校

特別支援
学校

幼稚園

センター的機能の充実
センター的機能の充実

センター的機能の充実

特別支援
学校

特別支援
学校
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文部科学省

委
託

地域の取組を
総合的に支援

（都道府県・指定都

市教育委員会等）

【目的】視覚障害、聴覚障害、病弱・身体虚弱等について、各県ごとの教育資源が少数しか存在しない
ことから、広域的な取組を促すことにより、体制整備を促進する。また、広域的な取組により、キャリア
教育・職業教育、ＩＣＴ・ＡＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用など、今日的課題に対応するための専門
性の向上を図る。

②特別支援学校のネットワーク構築事業

推進地域

文部科学省

委
託

（主な取り組み）
○各県の枠を超えたネットワークの構築
○広域特別支援学校ネットワーク会議の設置

○特別支援教育全体の専門性の向上（キャリア教育・職業
教育、ＩＣＴ・ＡＴ活用など）

各県で機能が拡散 広域的な役割分担

推進地域
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学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）の推進

平成２７年度予算額（案） １４７百万円 （新 規）

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を契機として、障害の
ある子供と障害のない子供が一緒に障害者スポーツを行う、障害者アスリート等の
体験談を聞くなどの障害者スポーツを通した交流及び共同学習を実施する。

子供たちの社会性や豊かな人間性を育み、多様性を尊重する
共生社会の実現を目指す

地域の取組を
総合的に支援

（都道府県・市町村

教育委員会等）

■障害者スポーツ体験型
障害者スポーツでは、障害の種類により競技ルールや用

具等が異なるなど、様々な工夫がなされている。用具の形状
について学んだり、実際に夏季・冬季パラリンピック競技
種目等の障害者スポーツを体験したりすることで、障害に
対する理解を深めるとともに、相互理解を推進し、社会参
加の在り方を考察する。

■障害者アスリート等との交流型
障害者アスリート等を学校等に招き、交流の機会を設け

ることにより、アスリート一人一人が努力で培った技術力
や迫力あるプレーに触れること等を通して、障害に対する
理解を深める。

●委託先件数 ２５箇所

障害のある子供とない子供が障害者スポーツの楽しさを共に味わい、障害の
ある人の社会参加や障害に対する理解を深めることにつながるような取組を
推進

文部科学省

委
託
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背 景

① 公立の小・中学校の通常の学級において、学習面又は行動面において著しい困
難を示す児童生徒が 6.5％(推定値)程度の割合で在籍している（平成24年12月
文部科学省調査）。

② これらの児童生徒以外にも、困難があり教育的支援を必要としている児童生徒
がいる可能性がある。

③ また、低学年では学習面や行動面の問題は見えやすいが、高学年になるにつれ
て様々な問題が錯綜し見えにくくなる可能性があり、特に早期発見・早期支援
が重要。

④ さらに、各学校段階において行われてきた児童生徒への指導の経過を共有し、
進学先等における児童生徒の特性や障害の程度に対するより良い理解につなげ
る事が重要。

著しい困難を示す場面 推定値

学習面又は行動面 6.5%

学習面 4.5%

行動面 3.6%

学習面かつ行動面 1.6%

0
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16

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

学習面の割合

連続性がある。

就労支援段階

高等学校段階中学校段階幼稚園段階

保育所段階

大学等段階小学校段階

・学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒の学校生活への不適応を防ぐための指導方法の改善、
早期支援の在り方について研究事業を行う。 ４０地域、５大学（発達障害支援アドバイザー約80人配置）

◎ 発達障害早期支援研究事業 ３８１百万円

（事業内容）

・教育委員会が主体となり、発達障害の可能性のある児童生徒等に対する各学校段階の移行期における円滑
かつ適切な引継ぎ手法、時期等に関する調査研究を実施する。 １５地域

（学校間連携コーディネーター約45人配置）

◎ 系統性のある支援研究事業 ７１百万円（新規）

（事業内容）

○引継ぎを意識した個別の教育支援計画等の作成方法の研究
○進学前後における引継ぎ内容及び時期の研究
○児童生徒本人及び保護者の同意を得つつ、引継ぎを実施する仕組みの構築 など

○学習面（｢読む｣｢書く｣等）や行動面で何らかの困難を示す児童生徒を含む全ての児童生徒が理解しやすいよう配慮した授業等の改善
○放課後補充指導等の学習面での配慮や視覚的・聴覚的な刺激の軽減等の行動面での配慮による指導方法の工夫
○適切な実態把握等による早期支援の在り方 など

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業
①発達障害の可能性のある児童生徒等に対する早期・継続支援事業 平成27年度予算額（案） 452百万円（平成26年度予算額 438百万円）
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小・中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒は、６．５％程度
の割合で在籍しており、すべての学校・学級において、これらの児童生徒に対する支援が、喫緊の課題となっている。
発達障害のある児童生徒への支援にあたっては、教員一人一人が、発達障害に関する正しい知識を習得するとともに、

児童生徒への適切な指導や、保護者等に対して十分な説明を行い理解を得る必要がある。また、各学校において、発達障
害に関する支援の中核となる高度な専門性を有する教員の存在も重要である。
そのため、教員に発達障害に関する正しい理解を図るための理解推進拠点事業を実施するとともに、発達障害に関する

専門的・実践的知識を有する教職員を育成するためのプログラム開発を行う。

（事業内容）

特別支援学校

・教員一人一人が、発達障害に関する正しい知識を習得するとともに、適切な指導や学校教育活動全体を通じて児童
生徒の理解を深める。また、保護者等への十分な理解を深めるための取組について、拠点校を設けて実践事業を行う。
さらに、その成果普及のためのセミナー等の開催や、教育支援を行う体制を整備するためのガイドラインの作成を

行う。 ３０地域

○ 教員向け発達障害に関する校内研修等の実施
・特別支援学校退職教員、元通級学級担当教員を講師として校内研修を実施
・学校教育活動全体を通じて児童生徒への理解を図るための取組の実践

○ 教員、保護者、地域等を対象とした成果普及のためのセミナーの開催

○ 教育支援を行う体制を整備するためのガイドラインの作成 など

（事業内容）

・学校現場において、発達障害に関する専門的・実践的な知識を有する教職員を育成するため、各大学に
おいて、教員養成段階や、現職教員向けのプログラム開発を行う。 ７大学

○大学における教員養成段階において、学生に対する発達障害に関する専門的・
実践的知識を習得するためのプログラム開発

○大学院研究科等において、中核的な現職教員に対する発達障害に関する高度で
専門的な知識等を習得するためのプログラム開発

○成果普及のためのワークショップの開催 など

大学
大学院研究科

高校

中学校

小学校

教育委員会
都道府県

教育委員会
連携

◎ 発達障害理解推進拠点事業 ５１百万円

◎ 教職員育成プログラム開発事業 ８３百万円

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業
②発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上事業 平成27年度予算額（案） １３４百万円（平成26年度予算額 147百万円）
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学習上の支援機器等教材活用促進事業
平成２７年度予算額（案）３６0百万円 （平成２６年度予算額３８７百万円）

企業・大学等が学校・教育委員会等と連携し、児童生徒の障害の状態等に応じて使いやすい
支援機器等教材を開発。国が企業等での支援機器等教材の開発費を支援することにより、利用
者が入手しやすい価格での製品化を目指す。
また、学校において、活用が十分に進んでいない支援機器等教材について、適切な支援機器

等教材を用いた指導方法の開発のための実践研究を行い、その活用・普及を図る。

企業・大学等が学校・教育委員会等と連携し、
ＩＣＴを活用した教材など、児童生徒の障害の
状態等に応じて使いやすい支援機器等教材を開発

学校において、ＩＣＴなどに関する外部専門家
の支援を受けつつ、支援機器等教材を活用した
指導方法に関する実践的な研究を実施

学習上の支援機器等教材研究開発支援事業 支援機器等教材を活用した指導方法充実事業

教育委員会・
学校等

民間企業・
大学等

ニーズ把握

開発要請

支援機器等教材の開発 支援機器等教材を活用した
指導方法の研究・普及

外部
専門家

協力

開発件数：９件
９障害種：視覚障害、聴覚・言語障害、知的障害、

肢体不自由、病弱、自閉症、
情緒障害、LD･ADHD、重複障害等

対象地域：３地域・大学

障害の状態等に応じた使いやすい支援機器等教材の普及 支援機器等教材を活用した実践的な指導方法の普及

支援機器等教材を活用した特別支援教育の充実

教育委員会・
学校等

-43-



企画運営委員会： 特別支援
教育関連のコンテンツの調査、
収集、整理、企画、運営、普及
活動等を管理する。

特別支援教育教材ポータルサイト

大学、高専等 小・中・高、特
別支援学校

民間団体、ボラ
ンティア団体教育委員会

保護者、児童
生徒等

障害のある児童生徒のため、ＩＣＴを活用した教材や

支援機器等に関する様々な情報及び、これらを活用
した指導方法、活用事例等について体系的なデータ

ベースを構築する。

・デジタル教材等
の特別支援教育
教材、支援機器
展示会の開催

・各都道府県の指
導者層を対象に
支援教材、支援

機器を活用した実
践研修を実施

特
別
支
援
教
育
教
材

等
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

運
営

（参考）独立行政法人国立特別支援教育総合研究所支援機器等教材普及促進事業
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障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化（平成25年3月厚生労働省職業安定局長通達、文部科学省初等中等教育局長通知）
※平成26年3月31日 一部改正

高等学校

教員の研修の実施
障害者を雇用する企業現場等での実情を踏まえた指導の

充実が図れるよう、教員の研修プログラムを開発し、企業で
の体験研修等を実施。

技能検定等の開発
生徒が目的意識を持って学習意欲を高めたり、就職の際に

在学時の学習の成果を証明したりする上で活用できるよう
技能検定等を開発・実施。

コーディネーターの配置
・就労先・就業体験先の開拓 ・体験時の巡回指導 等

モデル校における取組
（特別支援学校、高等学校）

特別支援学
校高等部

障害者の自立と社会参加の推進

モデル地域における取組
（就職支援ネットワーク会議の設置）

モデル校の改善プランの検討・評価
特別支援学校が核となって地域の労働関係機関等とのネッ

トワークの構築を図り、モデル校（特別支援学校、高等学校）
の改善プランの検討、評価。

企 業

ハロー
ワーク

小学部・
小学校

就職率の一層の向上
（就職率２７．７％（平成25年3月）

中学部・
中学校

授業の改善・充実（例）
・小・中・高等部での現場実習等体験活動の実施
・新しい職業に関する教科等の開発
・校内での模擬店舗実習
・長期間の現場実習
・現場実習の評価シートの開発 等

授業の改善・充実（例）
・個別の教育支援計画の作成・活用
・ソーシャルスキルトレーニングの実施
・社会人としての生活に関する講話
・自己理解、環境調整、人に支援を求めるなどの指導
・就業体験の実施 等

支援（センター的機能）

障害のある生徒が自立し社会参加を図るためには、高等学校段階におけるキャリア教育・職業教育を推進し、福祉や労働等の関係機関
と連携しながら就労支援を充実することが必要である。また、とりわけ高等学校においては、発達障害のある生徒に対して、特別支援学校
高等部のセンター的機能を活用しながら、適切な指導や支援を行うことが必要である。

このため、労働、福祉の関係機関等と連携し、高等学校段階におけるキャリア教育、就労支援等の充実を図る事業を実施する。

特別支援学校高等部の就職率（２７．７％）の一層の向上に向けた取組が必要
→ 企業等のニーズや実情を踏まえた授業の改善・充実
→ 早期からのキャリア教育等の推進（小・中・高等部の系統的なキャリア教育）

高等学校の発達障害の生徒への指導の充実が必要
→ 特別支援学校のノウハウを取り入れた指導の改

善・充実

（特別支援学校のノウハウ）

発達障害
者支援セン

ター

（系統的なキャリア教育）

発達障害のある生徒への指導の改善・充実

（企業等の
ニーズや実情等）

自立・社会参加に向けた高等学校段階における特別支援教育充実事業

① キャリア教育・就労支援等の充実事業 平成27年度予算額（案）２７４百万円（平成２６年度予算額 ３１９百万円）
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必要な教育内容の検討
・生徒の実態把握を踏まえた、自
立活動の指導、得意分野を伸ば
す教科指導など、教育課程全体
の検討。

生徒の実態把握
・中学校からの引き継ぎ、諸検査
の活用等により、生徒の障害の状
態や特性、得意分野等の実態把
握を実施。

ネットワークの構築
・高校、中学校、特別支援学校、
大学、発達障害者支援センター等
によりネットワークの形成を図り、
支援体制を構築。①

運
営
協
議
会
の
設
置

③個々の能力・才能を伸ばす指導

一斉授業の改善工夫
・障害のある生徒と、ない生徒が共に学ぶ一斉
授業での、理解しやすい授業づくり、障害のあ
る生徒への個別の配慮等。

能力・才能を伸ばす重点指導
・障害のある生徒の得意分野を伸ばす教科
指導の充実、指導上の配慮の検討。

・大学教員・芸術
家等の外部の専
門家による専門的
な指導
・大学・研究機関
等の施設設備を活
用した実験・実習
等。

自立活動等担当教員
・自立活動などの障害に応じた
特別の指導を担当する教員を配
置。

②障害に応じた特別の指導
※教育課程の特例を適用（学校教育法施行規則第八十五条）

自立活動の指導
・障害による学習上又は生活上
の困難の改善・克服を目的とした
自立活動の指導を実施。

教科・科目の補充指導
・障害の状態に応じた各教科・科
目の補充指導を実施。

高等学校における特別支援教育の充実

障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とする自立活動等について、高等学校においても実施でき
るよう「特別の教育課程」の編成に関する研究とともに、障害のある生徒の主体的な取組を支援するという視点に立ち、
その持てる力を高めるよう、教科指導等を通した個々の能力・才能を伸ばす指導の充実に関する研究を実施し、高等学
校における特別支援教育の充実を図る。

文部科学省

【２５地域（１地域当たり高校１校程度）】

個
別
の
教
育
支
援
計
画
・指
導
計
画
の
作
成

一斉授業等の中で、得意分野を更に伸ばす
（例） 読むことは困難だけど、計算はズバ抜けている。
→文章を図解するなど視覚化を重視した国語の一斉授業の改善

（理解しやすい授業づくり）や、数学重点コースの設置など

自立活動により、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服
（例） クラスの仲間とのコミュニケーションなど対人関係が困難。

→自立活動の「人間関係の形成」に関する指導により改善

指定 高
校

中
学
校

特別
支援
学校

大
学

発達
障害
者支
援セ

ンター

合わせて年間１～８単位程度

外
部
人
材
等
の
活
用

１年目：教育課程の特例に向けた準備、一部試行的実施
２年目：教育課程の特例の適用、全体の試行的実施
３年目：２年目の実施結果を踏まえた改善・実施

【３カ年の研究指定】

◎対象：言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、注意欠陥多動性障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者

自立・社会参加に向けた高等学校段階における特別支援教育充実事業
② 個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業 平成２７年度予算額（案）110百万円（平成26年度予算額 129百万円）
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今後の学制等の在り方について（第５次提言）
（平成２６年７月教育再生実行会議）

教師が特別支援教育に関する知識・技能を身に付ける
ことができるよう、特別支援学校の教師は必須化も視野
に入れ、特別支援学校免許状の取得を促進する。

特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業 （平成２６年度予算額 １４百万円）
平成２７年度予算額(案)５６百万円

１．指導者養成講習会・自立教科等担当教員講習会

２．自立と社会参加に向けた特別
支援教育理解啓発会議の開催

３．特別支援学校教諭免許状取得促進
セミナーの開催

免許保有率向上による特別支援学校教員の専門性の向上 地域における特別支援教育のセンター的機能の充実

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

就学期にある障害のある子供の保護者等を
対象に、就学制度や特別支援教育について理
解を深めることを目的として、講演や体験談
の発表、意見交換などの理解啓発会議を実
施。

教育委員会や、大学を対象とした講演や意見交換を行い、特別支
援学校教諭免許状の取得計画や、免許法認定講習の開設時期・科目
設定の情報交換を実施。

全国６箇所

対面講習 ： ２５大学
通信講習 ： ２大学

特別支援学校における教育の質の向上の観点から、
特別支援学校免許状保有率の向上による担当教員として
の専門性を担保することが必要。
そのため、特別支援学校教諭免許状を取得するための

免許法認定講習を大学に委託、受講機会の拡大を図る。

○ 障害のある幼児児童生徒が一人一人の教育的ニーズに
応じた指導や支援を受けられる様にするためには、教育
を担当する者を中心に教員の資質を向上させることが喫
緊の課題。

○ 一方、特別支援学校教諭免許状の保有率は、特別支援
学校の教員で７割、特別支援学級担当教員で約３割。

拡充

新規

大学文部科学省
委託

免許法認定講習

開設

講習受講→単位修得→特別支援学校教諭免許状の取得

教育委員会 大学
人事担当

特別支援教育担当

免許取得計画
教員採用情報

講習開設情報等
教員養成
講習開設
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○特別支援学校の教室不足解消のための補助制度

【背景】
近年、特別支援学校の児童生徒数が増加しており、特別支援学校の教室不足が生じている。
そのため、平成２６年度に、これまでの新増築の補助制度に加え、廃校や余裕教室等を活用した特別

支援学校の新設、分校・分教室の整備に係る補助制度を創設し、地方公共団体の取り組みを支援する。

【対象施設】
公立の特別支援学校として使用する校舎、屋体、寄宿舎

【制度概要】
補 助 率：１／３
補助上下限：下限４００万円、上限なし
工事内容 ：廃校施設、余裕教室等を改修し、特別支援学校の新設、

分校・分教室として整備する工事全般

【効果】
○既存施設の改修のため、新築、増築よりも工事費が安価となり、新たな用地取得の必要が無く、地方公共
団体の財政負担が軽減され、整備件数の増加も期待できる。

○地方公共団体が保有する廃校や余裕教室等の既存施設を有効活用できる。
○工期も短縮でき、教室不足の解消に迅速な対応が可能となる。

教室不足発生（全国で３，９６３教室の不足） H26.10.1

一方で全国に余裕教室約６万５千教室（小中学校）が存在
H25.5.1 （そのうち現在まったく使っていない教室が約４５０教室）
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（平成27年度 義務教育費国庫負担金予算案）～授業革新やチーム学校などの推進～

・教職員定数の増 ＋19億円（ ＋900人）
・少子化等に伴う教職員定数の減 ▲86億円（▲4,000人）
・教職員の若返り等による給与減 ▲61億円
・人事院勧告の反映による給与改定 ＋90億円

１．従来の暗記中心の受け身型一斉授業から、子供達が双方向に対話し学び合いながら主体的に考え探究する力を
育てる課題解決型授業（アクティブ・ラーニング） への転換を推進

２．教員が授業に一層専念できるよう、学校に多様な専門スタッフを配置するとともに、学校マネジメント体制を強化し、
学校のチームとしての教育力・組織力を最大化

３．教育格差の解消や特別支援教育等の充実
４．統合校への支援や過疎地の小規模校への支援

《義務教育費国庫負担金》

平成２７年度予算案 １兆5,284億円（対前年度 ▲３８億円）

（参考）復興特別会計 22億円（前年同）

平成27年度加配定数：約64,200人（※特別支援教育対応：6,276人）

≪新たな定数措置900人の内訳≫

１．授業革新等による教育の質の向上 200人

① 課題解決型授業（アクティブ・ラーニング）の推進 １００人
② 小学校における専科指導の充実等 １００人

２．チーム学校の推進 230人

① 学校マネジメント機能の強化（主幹教諭、事務職員の拡充） １００人
② 専門人材の配置充実（学校司書、ICT専門職員等） １００人
③ 養護教諭・栄養教諭等の配置充実 ３０人

３．個別の教育課題への対応 250人

① 家庭環境や地域間格差など教育格差の解消 １００人
② 特別支援教育の充実 １００人
③ いじめ等の問題行動への対応 ５０人

４．学校規模の適正化への支援 220人

（参考）被災した児童生徒のための学習支援として前年同（1,000人）の加配措置【復興特別会計】

① 統合校への支援（統合前１年～統合後２年） ２００人
② 過疎地の小規模校への支援 ２０人
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○ 平成２６年度予算における特別支援教育対応の加配定数は、６，１７６人

○ 平成２７年度予算案において、＋１００人 の定数改善を計上

特別支援教育対応の教職員加配定数の推移

特別支援教育対応の教職員加配定数の推移

2,193
2,504 2,675

3,010

4,741 4,741
5,341

5,941 6,176 6,276

0
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1,000
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4,000
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5,000
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6,500

7,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

予算

（案） -50-

【26年度措置額 ： 約530億円（25年度措置額 ： 約514億円】

■特別支援教育支援員の配置に係る経費（拡充）

□ 公立幼稚園、小・中学校及び高等

学校において、障害のある幼児児童

生徒に対し、学習活動上のサポート

等を行う「特別支援教育支援員」を配

置するため、都道府県・市町村に対し

て、必要な経費を措置するもの。

学校種 平成26年度 平成25年度

幼稚園【拡充】 5,300人 4,800人

小・中学校【拡充】 40,500人 39,400人

高等学校 500人 500人

合計 46,300人

（事業費：約530億円）

44,700人

（事業費：約514億円）

「特別支援教育支援員」は、公立幼稚園、小・中学校、高等学校において、校長、

教頭、特別支援教育コーディネーター、担任教師等と連携のうえ、日常生活上の

介助（食事、排泄、教室の移動補助等）、発達障害等の幼児児童生徒に対する

学習支援、幼児児童生徒の健康・安全確保、周囲の幼児児童生徒の障害理解

促進等を行う。

平成19年度～：公立小・中学校について地方財政措置を開始

平成21年度～：公立幼稚園について地方財政措置を開始

平成23年度～：公立高等学校について地方財政措置を開始

特別支援教育支援員の地方財政措
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（参考）平成２６年度特別支援教育関係予算等
～特別支援教育支援員の地方財政措置～

特別支援教育支援員地方財政措置・活用人数の推移

（人）

地財措置 活用人数 地財措置 活用人数 地財措置 活用人数 地財措置 活用人数

18年度  － 3,299 － 18,200 － 226 － 21,725 　　　　－

19年度  － 3,513 21,000 22,486 － 278 21,000 26,277 約250億円

20年度  － 3,437 30,000 26,092 － 224 30,000 29,753 約360億円

21年度  3,800 3,779 30,000 31,173 － 219 33,800 35,171 約387億円

22年度  3,800 4,252 34,000 34,132 － 341 37,800 38,725 約435億円

23年度  4,300 4,460 34,000 36,524 500 367 38,800 41,351 約443億円

24年度  4,500 4,807 36,500 39,371 500 443 41,500 44,621 約476億円

25年度  4,800 5,217 39,400 41,157 500 483 44,700 46,857 約514億円

26年度  5,300 5,638 40,500 43,586 500 482 46,300 49,706 約530億円

計
地財措置額

幼稚園   小・中学校 高等学校 

※活用人数については、各年度とも5月1日現在のもの（文部科学省特別支援教育課調べ）。
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特別支援教育就学奨励費（負担金・補助金・交付金）
平成27年度予算額（案） １１，５８３百万円（平成26年度予算額 １０，１５１百万円）
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４．その他
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※特別支援学級、通級による指導について、特別の教育課程を編成する場合は、特別支援学校学習指導要領等
を参考にするなどして、実情に合った教育課程を編成（文科省H21.3通知、小学校学習指導要領解説 など）

学習指導要領について① 小・中学校学習指導要領（H20.3告示）の概要

【 H20年改訂のポイント】
・学校全体で特別支援教育に取り組むための校内支援体制の整備
・一人一人の実態等に応じた指導の充実
・交流及び共同学習の推進

小・中学校学習指導要領（特別支援教育関係）

＜小学校学習指導要領＞ （中学校学習指導要領もほぼ同旨）

第１章 総則
第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

（７） 障害のある児童などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、
例えば指導についての計画又は家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した
支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の児童の障害の状態等に
応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。

特に、特別支援学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的
な指導を行うこと。

＜小学校学習指導要領解説 総則編＞
第３章 第５節 ７ 障害のある児童の指導

小学校には、特別支援学級や通級による指導を受ける障害のある児童とともに、
通常の学級にもＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、自閉症などの障害のある
児童が在籍していることがあり、これらの児童については、障害 の状態等に即した適切な指
導を行わなければならない。

（12） ～（省略）～、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者など
との交流の機会を設けること。
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学習指導要領について② 特別支援学校学習指導要領（H21.3告示）の概要

【１．教育のねらい】

○ 小・中学校等に準ずる教育を行うとともに、児童生徒等の障害による学習上又は生活
上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う。

【２．教育課程の編成】

（１）小・中学校等に準じた各教科等のほか、障害に

よる学習上又は生活上の困難を改善・克服する

ための「自立活動」を加えて編成。

（２）知的障害者を教育する特別支援学校の各教科等

・ 知的障害の児童生徒に応じた教育を行うため、
小・中学校等とは異なる独自の教科を設定（小学部
の「生活科」、中学部の「職業・家庭」など）。

・ 内容を学年別に区分せず、小学部３段階、中学部
１段階、 高等部２段階で示す。

・各教科、道徳、特別活動、自立活動の一部又は全
部を合わせた「各教科等を合わせた指導」（日常生活

の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習）が可能。

（３）重複障害者等の教育課程の取扱い

・ 下学年・下学部の各教科の目標・内容との代替等

・ 知的障害を併せ有する場合の知的障害の各教科
等との代替

・ 各教科等に替えて自立活動を主とした指導

・ 障害のため通学することが困難な児童生徒に対
する訪問教育

【３．自立活動】

（１）内容・構成
・ 人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要

素と、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克
服するために必要な要素で構成。

・ 「健康の保持」、「心理的な安定」、「人間関係の形成」、
「環境の把握」、「身体の動き」、「コミュニケーション」 の
各区分ごとに示された、3～5項目の内容の中から、
個々の児童生徒等の障害の状態等に応じ必要な項目
を選定し、それらを相互に関連付け、具体的に指導内
容を設定。

＜自立活動の例＞
・姿勢保持や移動、食事・排泄、衣服の着脱などの日常
生活動作の指導（肢体不自由）
・白杖を使った歩行指導、拡大読書器・弱視レンズ等の
視覚補助具の活用の指導（視覚障害） など

【４．一人一人の障害の状態等に応じた指導】

・ 「個別の指導計画」、「個別の教育支援計画」の作成。

【５．交流及び共同学習の推進】

・ 障害のある子供と障害のない子供との交流及び共同
学習の推進。 -56-

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育課程の
改善に準じた改善

障害の重度・重複化、多様化に対応し、一人一人に
応じた指導を一層充実

自立と社会参加を推進するため、職業教育等を充実

● 障害の重度・重複化、発達障害を含む多様な障害に応
じた指導を充実するため、「自立活動」の指導内容として、
「他者とのかかわりの基礎に関すること」などを規定

● 重複障害者の指導に当たっては、教師間の協力した指
導や外部の専門家を活用するなどして、学習効果を高め
るようにすることを規定

障害の重度・重複化、多様化への対応

● 一人一人の実態に応じた指導を充実するため、全ての
幼児児童生徒に「個別の指導計画」を作成することを義務
付け

● 学校、医療、福祉、労働等の関係機関が連携し、一人
一人のニーズに応じた支援を行うため、すべての幼児児
童生徒に「個別の教育支援計画」を作成することを義務付
け

一人一人に応じた指導の充実

● 特別支援学校（知的障害）における職業教育を充実
するため、高等部の専門教科として「福祉」を新設

● 地域や産業界と連携し、職業教育や進路指導の充
実を図ることを規定

自立と社会参加に向けた職業教育の充実

● 障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び
共同学習を計画的・組織的に行うことを規定

交流及び共同学習の推進
高等学校

（高等部）

中学校

（中学部）

小学校

（小学部）

幼稚園

（幼稚部）

平成２５年度平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度

告
示

全面実施

全面実施

学年進行
で実施

告
示

告
示

告
示

全面実施

周知・徹底

周知・徹底

周知・徹底

周知・徹底

算数、理科

総則等

数学、理科

総則等

先行実施 総則等

先行実施(学年進行)
数学、理科

先行実施

先行実施

２．主な改善事項１．今回の改訂の基本的考え方

（*注：特別支援学校幼稚部・小学部・中学部の学習指導要領告示は平成21年3月）

学習指導要領等の実施スケジュール
小学校・中学校・高等学校等の実施スケジュールに準拠

学習指導要領について③ 特別支援学校学習指導要領等（H21.3告示）の改訂ポイント
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○ 障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、全ての学校において、
発達障害を含めた障害のある子供たちに対する特別支援教育を着実に進めていくためには、どのような見直し
が必要か。

その際、特別支援学校については、小・中・高等学校等に準じた改善を図るとともに、自立と社会参加を一層
推進する観点から、自立活動の充実や知的障害のある児童生徒のための各教科の改善などについて、どのよう
に考えるべきか。

育成すべき資質･能力を踏まえた、教科･科目等の在り方や、教育内容の見直し例（特別支援教育部分）
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１．教育目標･内容と学習･指導方法、学習評価の在り方を一体として捉えた、
新しい時代にふさわしい学習指導要領等の基本的な考え方

○これからの時代を、自立した人間として多様な他者と協働しながら創造的に生きていくために必要な資質･能力の
育成に向けた教育目標・内容の改善

○課題の発見・解決に向けて主体的･協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング｣）の充実と、そうした学
習･指導方法を教育内容と関連付けて示すための在り方

○育成すべき資質･能力を育む観点からの学習評価の改善

２．育成すべき資質･能力を踏まえた、新たな教科･科目等の在り方や、
既存の教科･科目等の目標･内容の見直し

３．学習指導要領等の理念を実現するための、
各学校におけるカリキュラム･マネジメントや、学習･指導方法及び評価方法の改善支援の方策

○各学校における教育課程の編成、実施、評価、改善の一連のカリキュラム･マネジメントの普及

○「アクティブ・ラーニング」などの新たな学習･指導方法や、新しい学びに対応した評価方法等の開発･普及

審議事項の柱

学習指導要領について④ （学習指導要領の改訂について）
「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問の概要

（平成26年11月20日 中央教育審議会）

文部科学省では、ホームページ等により、特別支援教育の最新情報を提供しております。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm/
（主な刊行物）
季刊特別支援教育（年４回 ３，６，９，１２月）
学習指導要領解説
教科書（視覚障害、聴覚障害、知的障害）及び指導書・解説
改訂第2版 通級による指導の手引 ●解説とQ＆A●
よりよい理解のために−交流及び共同学習事例集−

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所でも、発達障害教育情報センターをはじめと
するホームページ、メールマガジン等により、特別支援教育の情報発信をしております。

http://www.ｎｉｓｅ.go.jp/
発達障害教育情報センター
メールマガジン

是非御覧ください！

お知らせ

http://icedd.nise.go.jp
http://www.nise.go.jp/magazine/
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